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愛知きわみ看護短期大学図書館規程 

 

 （目 的） 第１条 愛知きわみ看護短期大学図書館（以下｢図書館｣という。）は、図書その他学術情報資料を収集し管理して、教職員学生の利用に供するとともに、学術研究活動に必要な援助を提供することによって、愛知きわみ看護短期大学における教育と研究に資することを目的とする。 （図書館長） 第２条 図書館に図書館長を置く。 ２   図書館長の任期は、３年とし再任を防げない。 ３   図書館長は図書館の事務を掌理する。 （図書委員会） 第３条 図書館に関する重要事項を審議するため、図書委員会を置く。 （利 用） 第４条 図書館の利用に関し必要な事項は別に定める。 
 

  附 則 １ この規程は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 ２ 第２条第２項の任期について、図書館長である教員が任期中に定年退職を迎えた場合は、図書館長の職も退職するものとする。 
 附 則 １ この規則は、平成１７年 １月１９日から施行する。  
 

 


